
豊中市露店による食品営業取扱要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号。以下「法」という。）第５

５条第１項の規定により豊中市長の許可を要する飲食店営業のうち、露店による簡易な

施設での営業に関する取扱いについて必要な事項を定めることによって、法の円滑な運

営を図り、もって飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止することを目的とする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(１) 「露店」とは、出店の都度組み立てる組立式店舗又は屋台等をいう。 

(２) 「露店営業」とは、露店において、食品の調理及び提供等を移動して行う形態の営

業をいう。 

(３) 「基地施設」とは、営業設備及び食品等の保管、下処理、一次加工、給水、器具等

の洗浄消毒を行うための施設をいう。 

(４) 「下処理」とは、野菜の土を落とす、魚のうろこや内臓を除去すること等をいう。 

(５) 「一次加工」とは、営業施設内で加熱処理等の簡易な調理の工程により客に提供で

きる状態、形状にするために、あらかじめ食品を加工することをいう。 

(６) 「一次加工所」とは、基地施設のうち下処理及び一次加工を行う施設をいう。 

(７) 「１品目」とは、同じ調理工程等に分類される食品群をいう。 

(８) 「関係自治体」とは、大阪府及び大阪府内の保健所設置市（地域保健法（昭和２２

年法律第１０１号）第５条第１項の規定に基づく政令で定める市）をいう。 

 

（対象） 

第３条 露店による簡易な施設での営業は、調理業である飲食店営業の許可の範疇で行う

ものとする。 

 

（食品の取扱いに関する制限） 

第４条 簡易な施設・設備での営業であることを考慮して、取り扱う品目は出店先での調理

の工程が簡易であり、客に提供する直前に加熱することを原則とし、その他の食品の取扱

いに関する留意事項は次の各号のとおりとする。 

(１) 一次加工および下処理は一次加工所で行い、出店先では焼く、揚げる、煮るなどの

簡易な調理行為のみとする。出店先で加熱後の食品を切り分ける行為は認めない。 

(２) 非加熱食品（刺身、生野菜、果物、牛乳、生クリーム等）の提供を行ってはならな

い。ただし、これらを原材料として使用し、加熱処理して提供する場合を除く。 



(３) 出店先での調理にあたっては、洗浄が容易でない器具を用いた調理や麺の水さらし

のような流水洗浄の工程のある調理等、大量の水を必要とする取扱いは認めない。 

(４) 飲料（酒類を含む）の調製、市販氷の飲料への使用及びかき氷・わらびもちの調理

を認める。 

(５) 米飯を扱う場合は、出店先での洗米行為は認めない。加熱後の米飯は６５℃以上で

衛生的に保管すること。米飯と加熱品との組み合わせは認める。 

(６) 直前加熱した食品同士の組合せや米飯を扱う場合は、加熱後の汚染を防ぐため、取

り扱いは１品目に限る。なお、それらの取扱いの無い別の営業日に簡易な調理の複数

品目を取り扱うことは差し支えない。 

(７) 保存基準のある食品は、基準に合う方法で衛生的に保管すること。 

 

（営業者が講ずべき措置） 

第５条 営業者は、法第５１条第２項の規定により、食品衛生法施行規則（昭和２３年厚生

省令第２３号）別表第１７及び別表第１８の基準に従い、公衆衛生上必要な措置を定め、

これを遵守しなければならない。 

 

（営業施設の基準） 

第６条 営業施設の基準は、営業形態の特殊性を考慮して大阪府食品衛生法施行条例（平成

１２年大阪府条例第１４号）第３条第１項に規定する別表第一の一 共通基準を別表の

とおり適用するものとする。 

 

（営業許可の申請） 

第７条 市内で露店営業を営もうとする者（次条第２項の規定により営業を営もうとする

者を除く。）は、営業許可申請書・営業届出書（新規／継続）（以下「申請書」という。）

により市長に申請するものとする。 

２ 前項の申請書に添付する書類は、次の各号のとおりとする。 

(１) 露店営業設備の概要（様式第１号） 

(２) 営業施設の平面図等 

(３) 一次加工所を設けた場合はその図面（許可施設は、許可証の写しで可） 

(４) 食品衛生責任者としての資格を証明する書類の写し 

３ 一次加工の内容によっては、一次加工所において必要な営業許可を取得するものとす

る。 

 

（営業許可の範囲等） 

第８条 露店営業の営業が可能な区域は、市内一円とする。 

２ 「食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政省令の制定について



（令和元年１２月２７日付け生食発１２２７第２号。厚生労働省大臣官房生活衛生・食品

安全審議官通知）」及び「複数の自治体間にまたがって営業する自動車等に係る照会につ

いて（回答）（令和３年１０月６日付け薬生食監１００６第１号。厚生労働省医薬・生活

衛生局食品監視安全課長通知）」に準じ、関係自治体間で監視指導の方法、違反判明時の

通報体制、行政処分の取扱い等について定めた協定書に基づき、市以外の関係自治体で法

第５５条第１項の規定による許可を受けた露店は、前項に規定する区域において当該営

業を行うことができる。 

３ 営業者は、前項の規定により営業を行う場合、許可証を営業の施設内の見やすい場所に

掲示するものとする。 

 

（臨時出店） 

第９条 地域住民等が、次の各号に掲げるような、地域交流や互いの親睦を深めるために開

催する行事において、臨時的に飲食物の調理や提供を行う場合などは、法第４条第７項の

営業に該当しないものとする。 

(１) 地方公共団体、自治会及び子ども会等が、自ら行う祭事に出店する場合（盆踊り等） 

(２) 児童、生徒や入所者、又は職員、保護者等の関係者が、自ら所属する学校及び社会

福祉施設等が行う祭事に出店する場合（学園祭等） 

２ 前項の行事の主催者は、臨時出店届（様式第２号）を市長に提出するとともに、第４条

から第６条の規定に準じ、食品衛生の確保及び事故の防止に努めるものとする。 

 

附則 

この要綱は、平成２４年４月１日より施行する。 

 

附則 

 この要綱は、平成２８年４月１日より施行する。 

 

附則 

 この要綱は、令和元年９月１日より施行する。 

 

附則 

 この要綱は、令和３年６月１日より施行する。 

 

附則 

 １ この要綱は、令和４年１月１日より施行する。 

 ２ 改正後のこの要綱の規定は、令和３年６月１日以降に法第５５条第１項の規定に基

づく許可を受けた営業について適用する。 



 

附則 

 １ この要綱は、令和５年１２月１３日より施行する。 



別表（第６条関係） 

一 共通基準 

項 区分 要件 適否 

一 衛生的な作業を

実施するための

施設 

施設は、屋外からの汚染を防止し、衛生的な作業を継続的に実

施するために必要な構造又は設備、機械器具の配置及び食品又

は添加物を取り扱う量に応じた十分な広さを有すること。 

適用する 

＊不衛生な場

所に出店しな

い 

二 作業区分に応じ

た区画等 

食品又は添加物、容器包装、機械器具その他食品又は添加物に

接触するおそれのあるもの（以下「食品等」という。）への汚染

を考慮し、公衆衛生上の危害の発生を防止するため、作業区分

に応じ、間仕切り等により必要な区画がされ、工程を踏まえて

施設設備が適切に配置され、又は空気の流れを管理する設備が

設置されていること。ただし、作業における食品等又は従業者

の経路の設定、同一区画を異なる作業で交替に使用する場合の

適切な洗浄消毒の実施等により、必要な衛生管理措置が講じら

れている場合はこの限りではない。なお、住居その他食品等を

取り扱うことを目的としない室又は場所が同一の建物にある場

合、それらと区画されていること。 

適用する 

*屋根及び三

方囲みの設置 

三 施設の構造及び

設備 

イ じん埃、廃水及び廃棄物による汚染を防止できる構造又は設

備並びにねずみ及び昆虫の侵入を防止できる設備を有するこ

と。 

適用しない 

ロ 食品等を取り扱う作業をする場所の真上は、結露しにくく、

結露によるかびの発生を防止し、及び結露による水滴により

食品等を汚染しないよう換気が適切にできる構造又は設備を

有すること。 

適用しない 

 

ハ 床面、内壁及び天井は、清掃、洗浄及び消毒（以下この表に

おいて「清掃等」という。）を容易にすることができる材料で

作られ、清掃等を容易に行うことができる構造であること。 

適用しない 

 

ニ 床面及び内壁の清掃等に水が必要な施設にあっては、床面は

不浸透性の材質で作られ、排水が良好であること。内壁は、

床面から容易に汚染される高さまで、不浸透性材料で腰張り

されていること。 

適用しない 

ホ 照明設備は、作業、検査及び清掃等を十分にすることのでき

るよう必要な照度を確保できる機能を備えること。 

適用する 

へ 水道事業等により供給される水又は飲用に適する水を施設の

必要な場所に適切な温度で十分な量を供給することができる

給水設備を有すること。水道事業等により供給される水以外

の水を使用する場合にあっては、必要に応じて消毒装置及び

浄水装置を備え、水源は外部から汚染されない構造を有する

こと。貯水槽を使用する場合にあっては、食品衛生上支障の

ない構造であること。 

適用する 

* 約 40Ｌ 

ト 法第十三条第一項の規定により別に定められた規格又は基準

に食品製造用水の使用について定めがある食品を取り扱う営

業にあってはヘの適用については、「飲用に適する水」とある

のは「食品製造用水」とし、食品製造用水又は殺菌した海水

適用しない 



を使用できるよう定めがある食品を取り扱う営業にあっては

ヘの適用については、「飲用に適する水」とあるのは「食品製

造用水若しくは殺菌した海水」とする。 

チ 従業者の手指を洗浄消毒する装置を備えた流水式手洗い設備

を必要な個数有すること。なお、水栓は洗浄後の手指の再汚

染が防止できる構造であること。 

適用する 

*手指の再汚

染が防止でき

る構造の水栓

は、衛生上支

障が無い場合

において、手

洗い後の手指

と水栓のアル

コール消毒で

代替すること

ができる 

リ 排水設備は次の要件を満たすこと。 

(１) 十分な排水機能を有し、かつ、水で洗浄をする区画及び廃

水、液性の廃棄物等が流れる区画の床面に設置されている

こと。 

(２) 汚水の逆流により食品又は添加物を汚染しないよう配管さ

れ、かつ、施設外に適切に排出できる機能を有すること。 

(３) 配管は十分な容量を有し、かつ、適切な位置に配置されて

いること。 

適用する。 

*廃水を保管

できる貯水設

備で代替 

 

ヌ 食品又は添加物を衛生的に取り扱うために必要な機能を有す

る冷蔵又は冷凍設備を必要に応じて有すること。製造及び保

存の際の冷蔵又は冷凍については、法第十三条第一項により

別に定められた規格又は基準に冷蔵又は冷凍について定めが

ある食品を取り扱う営業にあっては、その定めに従い必要な

設備を有すること。 

適用する 

*クーラーボ

ックス可 

 

ル 必要に応じて、ねずみ、昆虫等の侵入を防ぐ設備及び侵入し

た際に駆除するための設備を有すること。 

適用しない 

ヲ 次に掲げる要件を満たす便所を従業者の数に応じて有するこ

と。 

(１) 作業場に汚染の影響を及ぼさない構造であること。 

(２) 専用の流水式手洗い設備を有すること。 

適用しない 

ワ 原材料を種類及び特性に応じた温度で、汚染の防止可能な状

態で保管することができる十分な規模の設備を有すること。

また、施設で使用する洗浄剤、殺菌剤等の薬剤は、食品等と

区分して保管する設備を有すること。 

適用する 

カ 廃棄物を入れる容器又は廃棄物を保管する設備については、

不浸透性及び十分な容量を備えており、清掃がしやすく、汚

液及び汚臭が漏れない構造であること。 

適用する 

ヨ 製品を包装する営業にあっては、製品を衛生的に容器包装に

入れることができる場所を有すること。 

適用しない 



タ 更衣場所は、従事者の数に応じた十分な広さがあり、及び作

業場への出入りが容易な位置に有すること。 

適用しない 

レ 食品等を洗浄するため、必要に応じて熱湯、蒸気等を供給で

きる使用目的に応じた大きさ及び数の洗浄設備を有するこ

と。 

適用する 

*シンク等 

*衛生上支障

が無い場合に

おいて、手洗

い設備と兼用

を認める 

ソ 添加物を使用する施設にあっては、それを専用で保管するこ

とができる設備又は場所及び計量器を備えること。 

適用する 

四 機械器具 イ 食品又は添加物の製造又は食品の調理をする作業場の機械器

具、容器その他の設備（以下この別表において「機械器具

等」という。）は、適正に洗浄、保守及び点検をすることので

きる構造であること。 

適用する 

ロ 作業に応じた機械器具等及び容器を備えること。 適用する 

ハ 食品又は添加物に直接触れる機械器具等は、耐水性材料で作

られ、洗浄が容易であり、熱湯、蒸気又は殺菌剤で消毒が可

能なものであること。 

適用する 

ニ 固定し、又は移動しがたい機械器具等は、作業に便利であ

り、かつ、清掃及び洗浄をしやすい位置に有すること。組立

式の機械器具等にあっては、分解及び清掃しやすい構造であ

り、必要に応じて洗浄及び消毒が可能な構造であること。 

組み立て式の

機械器具等に

ついて適用。 

*移動販売の

ため 

ホ 食品又は添加物を運搬する場合にあっては、汚染を防止でき

る専用の容器を使用すること。 

適用しない 

*対面販売の

為 

ヘ 冷蔵、冷凍、殺菌、加熱等の設備には、温度計を備え、必要

に応じて圧力計、流量計その他の計量器を備えること。 

適用する 

ト 作業場を清掃等するための専用の用具を必要数備え、その保

管場所及び従事者が作業を理解しやすくするために作業内容

を掲示するための設備を有すること。 

適用する 

＊作業内容を

掲示するため

の設備は、必

要に応じて設

置する 

五 その他 イ 令第三十五条第一号に規定する飲食店営業にあっては、三の

項ヨの基準を適用しない。 

 

適用する 

ロ 令第三十五条第一号に規定する飲食店営業のうち、簡易な営

業（そのままの状態で飲食に供することのできる食品を食器

に盛る、そうざいの半製品を加熱する等の簡易な調理のみを

する営業をいい、喫茶店営業（喫茶店、サロンその他設備を

設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業をい

う。）を含む。次号の表一の項(１)において同じ。）をする場合

適用する 



にあっては、イの規定によるほか、次に定める基準により営

業をすることができる。 

(１) 床面及び内壁にあっては、取り扱う食品や営業の形態を踏

まえ、食品衛生上支障がないと認められる場合は、不浸透

性材料以外の材料を使用することができる。 

(２) 排水設備にあっては、取り扱う食品や営業の形態を踏ま

え、食品衛生上支障がないと認められる場合は、床面に有

しないこととすることができる。 

(３) 冷蔵又は冷凍設備にあっては、取り扱う食品や営業の形態

を踏まえ、食品衛生上支障がないと認められる場合は、施

設外に有することとすることができる。 

(４) 食品を取り扱う区域にあっては、従業者以外の者が容易に

立ち入ることのできない構造であれば、区画されているこ

とを要しないこととすることができる。 

ハ 令第三十五条第一号に規定する飲食店営業のうち、自動車に

おいて調理をする場合にあっては、三の項ニ、リ、ヲ及びタ

の基準を適用しない。 

 

ニ 令第三十五条第九号に規定する食肉処理業のうち、自動車に

おいて生体又はとたいを処理する場合にあっては、三の項

ヲ、ワ及びタ並びに四の項ホの基準を適用しない。 

 

ホ 令第三十五条第二十七号及び第二十八号に掲げる営業以外の

営業で冷凍食品を製造する場合は、一の項から四の項までに

掲げるものに加え、次の要件を満たすこと。 

(１) 原材料の保管及び前処理並びに製品の製造、冷凍、包装及

び保管をするための室又は場所を有すること。なお、室を

場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されて

いること。 

(２) 原材料を保管する室又は場所に冷蔵又は冷凍設備を有する

こと。 

(３) 製品を製造する室又は場所は、製造する品目に応じて、加

熱、殺菌、放冷及び冷却に必要な設備を有すること。 

(４) 製品が摂氏マイナス十五度以下となるよう管理することの

できる機能を備える冷凍室及び保管室を有すること。 

 

ヘ 令第三十五条第三十号に掲げる営業以外の営業で密封包装食

品を製造する場合にあっては、一の項から四の項までに掲げ

るものに加え、次に掲げる要件を満たす構造であること。 

(１) 原材料の保管及び前処理又は調合並びに製品の製造及び保

管をする室又は場所を有し、必要に応じて容器包装洗浄設

備を有すること。なお、室を場所とする場合にあっては、

作業区分に応じて区画されていること。 

(２) 原材料の保管をする室又は場所に、冷蔵又は冷凍設備を有

すること。 

(３) 製品の製造をする室又は場所は、製造する品目に応じて、

解凍、加熱、充填、密封、殺菌及び冷却に必要な設備を有

すること。 

 



（様式第１号） 

露店営業設備の概要 
 

営 業 者 氏 名  

施設の名称、屋号又は商号  

基地施設 

所在地 

設備保管場所  

一 次 加 工 所  

 

取扱品目※ 
① 簡易な調理（                        ） 

② 直前加熱品組合せ・米飯（                   ） 

業態 組立式 ・ 車付屋台 ・ その他（             ） 

手洗い設備 

流水受槽式設備 

水栓（コック式・踏込式・      ） □ 手指再汚染防止構造 

材質等（         ）、消毒方法（           ） 

洗浄設備 
流水受槽式設備                  □ 手洗い設備と兼用 

材質等（         ）、消毒方法（           ） 

給水設備       Ｌ 容器      個 

排水設備 ポリタンク ・ その他（                  ） 

食品保管設備 

プラスチック製食品保管箱 ・ その他（           ） 

米飯を扱う場合 炊飯器・その他（       ） 

保管温度   ℃ 

食器器具保管設備 プラスチック製食器器具保管箱 ・ その他（         ） 

冷蔵設備 冷蔵庫 ・ クーラーボックス ・ その他（         ） 

廃棄物容器 ふた付きポリバケツ ・ その他（              ） 

屋根・側壁 テント張り ・ 板張り ・ その他（            ） 

【※取扱品目に関する注意事項】 
・① 原則、調理工程が簡易なものであり、客に提供する直前に加熱すること 

（飲料の調製（市販氷の添加を含む）、かき氷、わらびもちの提供は、直前加熱品でないが取扱い可） 
・② 直前に加熱した食品同士の組合せ又は米飯を取り扱う際は１品目の提供に限る 
 （米飯：炊飯又は市販の米飯加工品（冷凍食品、レトルト米飯、無菌包装米飯）の加熱のみ可。 

現場での洗米不可。炊飯後は 65℃以上で衛生的に保管すること。） 
・①と②を同営業時に取り扱うことはできない 
 

一次加工又は材料供給確認書 

私は下記施設 
 の調理場において原材料の一次加工を行い 

ます。 
 から材料の供給を受け 

屋号                     業種 

所在地                 

営業者氏名              

※許可証の写しを添付すること。 



（様式第２号） 

臨時出店届 

 

    年  月  日 

豊中市長 

（主催者）                   

所属団体名                   

団体住所                   

（     －     －     ） 

代表者氏名                   

                      現場責任者氏名 

 

この度、下記のとおり（行事名）              を開催することになりましたので、

豊中市露店による食品営業取扱要綱第９条第２項の規定により、届出をします。 

 

記 

１ 目  的   

２ 日 時      年  月  日 ～     年  月  日 

        午前・午後  時  分 ～ 午前・午後  時  分 

３ 場 所  会場名                 

        会場所在地 

４ 店 舗 数     店舗 

５ 取扱食品 

食品名 

（食数） 
調理方法 

一次加工施設 

所在地及び名称 

購入先 

所在地及び名称 

 

 

（食数   ） 

   

 

 

（食数   ） 

   

 

 

（食数   ） 

   

 

 

（食数   ） 

   

保健所受 

※控えが必要な場合は２部用意すること。 


